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天野　どうもありがとうございました。

以上で予定していたパネリストのご意見を伺いました。

随分たくさん問題点が出てきて、先ほどの基調講演

とかなり違ったご意見をたくさんいただいています。

これは大きな問題が幾つもあるということだと思いま

すが、一応私なりに整理しても、少なくとも６つか７つ

くらいのポイントがあります。

１つは、単体なり個々のセクターについての議論はあ

る程度進んでいるものの、全体として総量をどう削減

するかというメカニズムをこれから決めていかなけれ

ばいけない。それをどういうやり方で行うか。一番望

ましいのは、それぞれの主体が自主的に頑張ってい

き、それを全部合わせてみたら、全体の総量の排出

を下げるようなメカニズムができ上がったということが

一番いいわけですが、果たして現在そういう方向に

行っているのか、あるいはそれで行けるのかという点

があり、今ご意見をいただいた内容と、例えば新澤さ

んなどのご意見とは、少し異なるかと思います。

　もう１つは、京都メカニズムの話ですが、京都メカニ

ズムを活用するというのは費用・効果性の高い方法

であるということですが、これも、例えば国内で使うと

きには、総枠をかけるということに対し産業界は反対

であるといったご意見もあります。このあたりも新澤さ

んと産業界の方 と々は少し意見が異なるとと思いま

すので、ご意見をいただけたらと思います。

　それから、先ほど待機電力の話がありました。これ

は、特に民生でこういうことがよく起こるのですが、製

品を販売し、販売後、使用するのは消費者なわけで

すが、消費者の使い方いかんでエネルギー使用が

増えてしまう。そうすると、これはむしろ製品を販売す

るということよりも、製品提供時のサービスを上手に管

理すれば、先ほどおっしゃったように、伊藤さんの場

合には自分で消すのですが、それを誰かが代わって

やってやらないとうまくいかないような時代にどうする

かという場合には、むしろ製品を販売するよりも、製品

の持つ機能をサービスとして販売するといった考え

方が最近出てきており、松尾さんのご報告の一部に

そういうお考えが入っていたかと思います。要するに、

サービスのほうが重要ですから、それをきちっと管理

するような仕組みを産業界としてどのようにお考えか

といった論点、あるいは松尾さんのほうでどういうサジ

ェスチョンができるかといったこともあるかと思います。

　それから、国内の制度がどのように動いていくか

が極めて不確実であって、一応決まったものの、それ

がまだ半透明とおっしゃいましたが不確実性を増し

ているような面があります。特に、国内の制度につい

てもそうですが、京都メカニズムを使う際、日本の国

内でそれを支援するような体制ができているのかど

うかといった疑問点も出てきました。そういう形で、政

府側にも不透明さをなくすとか不確実性を減らすと

かいろいろな役割があると思いますが、なかなか動き

がよく見えていないというご意見で、これに対しては

谷津さんからご意見をいただけたらと思います。

　それから、途上国の話も出てまいりました。これは

むしろ松下電器のように海外で展開されているとこ

ろでは、生産拠点が国内から海外のほうへ重点が

移っていくという形で、国内では減るが、海外でそれ

が増える。これは経済学のほうでは「カーボン・リンケ

ージ」と言いますが、それを見過ごしておいて日本が

減ったといって喜べるかというご指摘がありました。

それをシステムで解決しなければいけない面もあると

思いますが、個々の企業がそれぞれ技術移転などを

しながらその取り組みも進めている。こういう点につ

いては、国はどのように見るのか。つまり、途上国がも

っと積極的に参加できるような仕組みを早くつくらな

ければいけないのではないか、というご指摘があっ

たかと思います。

　それから、これは大変大きな問題かと思いますが、

技術とメカニズム、ソフトのつくり方の関係になろうか

と思いますが、原単位は趨勢的に下がってきている

という認識が一般的ですが、柳下さんのデータでは、

そうでないところもあるということで、これから排出削

減に取り組む中で、どのようにしてそういった技術を

高めていくようなやり方ができるのかどうかです。

　省エネ技術に関して、確かに日本のレベルは非常

に高いわけです。しかし、どうして高かったかといえば、

それが日本の競争力を支える１つの大きな要因だっ

たわけです。他の国はあまりやっていないところで、

日本は非常に大きく力を入れて省エネをやったため、

それが日本の競争力を支える基盤になったという側

面が非常に大きいと思います。しかし、他の国が同

じように省エネ、今回は省エネではなく「省炭素」で

すが、炭素を減らす技術に取り組み始めたときに、日

本が今まで高いからといってじっとしていますと、明ら

かに競争力が落ちるわけです。

　日本は、省エネ技術では確かに世界最高水準で

すが、賃金も世界最高水準です。競争力は両方で

決まっていますから、今までの高い技術をじっと持っ

ていたら競争力は明らかに落ちていく、それをどのよ

うに考えるかという点があろうかと思います。

　ですから、日本は、エネルギーのところだけを見ま

すと、優等生ですが、それだけでは日本の産業という

のは成り立たないのは、先ほどのカーボン・リンケージ

の話からよくわかるわけです。ですから、それを全部

含めてどう考えたらよいのか。

　先ほどの「原単位が下がっていかないで、途中か

ら反転している」というのも、エネルギーの実勢価格

をご覧いただいたらすぐわかることで、１９８６年後半

から日本の実質エネルギー価格は非常に下がって

います。これでは省エネの誘因が働かなくなり、それ

までの省エネが止まってしまったのは明らかですので、

そういう点から、新澤さんなどは「経済のメカニズムを

もう少し使って、今のような方向を変えるような、そうい

うシステムが要るのではないか」というお話ですが、

その点について産業界の方はどう受け止められる

のでしょうか。

　以上のような点がたくさんあろうかと思いますので、

どなたからでもご自由に今の問題についてのご意見

をいただければと思います。

　まず谷津さんのほうから、政府としてこういう対応

が要るのではないかといったご指摘があった点、柳

下さんのほうでも、もし何かご意見があれば、併せて

お願いします。

谷津　今の点と、あと会場の方から「なぜ今から議

定書の批准を議論しなければいけないのか。これは

２００８年から義務がかかるわけだから、国民的な議

論も踏まえてもう少し時間をかけて議定書批准の議

論をしてもいいのではないか」といったコメントもいた

だきましたので、それに対してのお答えも含めて、ま

ずお話をさせていただきます。今回の法律の議論と

審議会の議論ですが、やはり大きな背景になってい

るのは、アメリカが批准しないということです。したが

って、そういう中で日本の産業界だけ（EUもいるわけ

ですが）アメリカとの国際競争力の観点から、果たし

て不当な重荷を背負うことになるのかどうか、このあ

たりも重要なポイントとして国内制度の議論が進めら

れているのだろうと思います。

　お話し申し上げましたように、国際的にもステップ・

バイ・ステップの考え方をとっています。なぜ今から取

り組まなければいけないのかということですが、柳下

さんのお話でも明確なように、排出量のトレンドは基

本的に右肩上がりですから、対策が遅れれば遅れ

るほど京都議定書の目標を達成する６％削減のた

めの削減量が年々増えるわけです。早めに対策をと

り、増加トレンドを安定から減少にしない限り、極めて

ドラスティックな対策を短期集中的に行わなければ

いけません。果たしてそれで日本の経済社会が成り

立つのか。じっくり時間をかけて準備をきっちり行い

ながら対策をとる必要があるのではないでしょうか。

　いきさつからしても、１９９２年に条約ができて１０年目。
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日本が議長国になった京都会議は１９９７年ですから、

時間もたっています。これまでの国際交渉の経緯を

みても、なるべく京都議定書の発効を早期にして、世

界全体の体制を整えようとしました。そのためのいわ

ば妥協のプロセスだったのです。その妥協が最終

的にボンでなされ、マラケシュで条文化されたという

わけです。

　議定書の発効は、日本の国会の承認のもとで発

効するわけですが、これはその国の社会が全体とし

て本気になって温暖化対策に取り組むという意思を

国の内外に表明することになるわけです。そういうこ

とから、アメリカが批准しない、アメリカの産業界はフ

リーライダーになりかねないという中で、日本の今の

経済や産業界の状態、あるいは国民の意識という中

で、法律で定式ができるのはどの範囲なのかというこ

とを、多分これから真剣に議論して法律をつくるとい

うことになるのではないでしょうか。

　温暖化対策のための法律は、１９９８年に京都会

議を受けて「地球温暖化対策推進法」ができ上が

っています。これは非常に限定的な法律であります

ので、その法律を土台に、改正になるのか新法にな

るのかわかりませんが、その法律でつくった法的な

枠組みを土台にして、その次のステップを通常国会

でご審議いただくということになるのではないかと思

います。

　最後のポイントですが、当然ながら、そういう温暖

化対策には国民的な連携と参加と共同が不可欠で

すから、そういう仕組みづくりのプロセスは可能な限

りオープンにし、可能な限りいろいろな方 と々のコミュ

ニケーションをよく図ったうえで、意思決定をしていく

必要があるのではないかということを、当然のこととし

て考えています。

天野　どうもありがとうございました。

　先ほど基調講演の中で、今は省エネ法があります

し、トップランナー制がありますし、そういう形で進んで

いるのですが、規制手段というのは効率性が悪いと

言われて、どんな感じがするのでしょうか。

　つまり、全体的なメカニズムとして、国際的にもいろ

いろな議論が出ているのは、経済的な手法というのが、

コストを下げる意味では産業界にとってもいいし、国

民にとってもいいし、という面があって、例えば排出取

引制度などは、先ほどのご説明にもありましたように、

限界費用の高い、削減費用の高い国が利用しやす

い制度だということです。そういう点について、現在

の日本の政策は、どちらかといえば直接規制頼りとい

うことですが、産業界の方々はむしろ経済的手法が

今後広がっていくとお考えなのか、従来のやり方の

ほうがよいとお考えなのか、その辺はいかがでしょうか。

須田　地球環境問題というのは、従来の公害型の

問題と違って、規制をしっかりかければ収まるというも

のではない。というのは、CO２問題は特にそうですが、

社会の隅々で様 な々活動の中から出てくるということ

から、単純な規制では削減できない部分があるとい

う意味で、規制的措置はなじまないというか、効果は

ないと考えるわけです。

　もう１つ、では、経済的手法が効くのかということで

すが、これも２つあります。例えば、国内排出権取引

のような経済的手法がうまく機能するかどうかにつ

いて、私どもはどう考えているかを少し述べさせてい

ただきますと、２つの論点があります。

　１つは、日本には少し厳しい面があるのではないか。

日本は、先ほど来申しますように、かなり省エネが進

んだ国で、要は「キャップをかけて」といいますか、排

出量割当があったとして、その余裕がない、ぎりぎり

だということになる。そうすると、結局、キャップという

のは、割当なり「排出権を渡しますよ」といった形で

すが、その実は規制に限りなく近いといった形になり、

それがどんどん産業活動を規制していくような経済

統制につながっていくのではないかといった危惧を

持っている、というのが１つです。

　もう１つは、もともと国際的な排出権取引がなぜよ

いかといえば、こう考えています。１つは、京都議定

書の各国が約束した「約束値」に不公平さがある。

目標達成が非常にやさしい国と、日本のように非常に

苦しい国ができた。それは認めざるを得ない。それを

回避する、あるいは緩和する、柔軟的に取り組むた

めに国際排出権取引ができ上がったとして、これは

大いに評価できるし、それを頼って日本は頑張らなけ

ればならないということ、これはよいわけです。

　そうすると、それを国内で行う場合、国内において

排出量割当が不公平であるときにのみ排出権取引

が機能するという変な論理になります。だから、最初

の割当を公平にしてほしい、公平でないときに、「公

平でないから、楽なところは売れるし、足りないところ

は売れるところに買いに行く」ということを前提にした

制度ではないか。したがって、国内排出権取引、し

かも規制を伴うといいますか、支給割当の伴う排出

権取引というのは、原理的にもう少し考えていくべき

ではないかと考えています。

伊藤　基本的には、やはり自主的に行うのが一番良

いのではないかと思います。CO２は企業にとってあま

ねく使っているものです。ただ、それをどうやって割り

当てるか。一律でやるのか。マイナス６％は、全世界

でやりました。その規制はよいと思います。ただ、それ

を国内でどうするのかといえば、やはり業種によって

違うし、勢いのある企業、ちょっと苦しい企業、いろい

ろあります。それを一律にやったところで前へ進まな

いと思います。したがって、自主的な取り組みをうまく

活用する。その自主的な取り組みを、どちらかといえ

ば政策的にバックアップする。そういうほうが結果的

には早く目標が達成できるのではないでしょうか。

　例えば、今いろいろやっています、トップランナーと

か様 な々技術開発、「やれやれ」と言わずに、それに

何かバックアップする、インセンティブをつける。こちら

のほうが絶対にトータル的に早いのではないかと思

うし、またそれが企業の強みになっていくと、このよう

に思っています。

新澤　今、須田さんや伊藤さんがおっしゃったような

ことを最近よく聞く機会があります。「日経エコロジー」

という雑誌に経団連の会長が書いておられましたし、

関経連でも声明を発表されましたし、しょっちゅう聞い

て、本日の筋立てを組み立ててきたのですが、またこ

こで同じ議論をするとなると、やはり私のほうが説得

力なかったのかなと思い、「どこが悪いのかな」とい

つも考えるわけです。

　排出権取引が不公平な制度ではないかということ

ですが、では、今なぜ各国で使っている技術が違う

のか、高い省エネ技術を使っている国とそうでない

国とがあるのかというのは、エネルギー価格が大きく

影響しています。各国が持っているそもそもの条件

をすべて御破算にして、足並みをそろえてスタートし

ようというのは、国際交渉でちょっとそこまで言えない

のではないかと思います。

　各国のアドバンテージやディスアドバンテージを帳

消しするような目標が公平だということは、つまり、ロシ

アもウクライナもイギリスも日本と同じ技術を使うところ

まで，各々そこまでまずやるという目標を設定するとい

うことです。それは国際交渉では恐らく通らないと思

います。これまでの各国が持っていたいろいろなアド

バンテージであったりディスアドバンテージであったり、

それを全く御破算にしましょうという交渉をしようとい

うこと、それはちょっと無理なのではないか。

　国内でもやはり同じようなことがあって、効率と公

平が乖離している場合に、むしろ排出権取引が効く

と私は思っています。効率と公平が乖離しているから、

公平性でもって、須田さんいわく公平ではないので

すが、皆が納得するような目標をまず設定する。しか

し、それは効率性と乖離しているから、それを取引で

埋めていく。なるべく安い費用であげようということな

のだろうと思います。

　あと、伊藤さんが報告された中に「原単位が上が

っているのに、なかなかだめなんだ」というお話があ

って、それは私が発表したことのまさしく裏づけであ

ると思います。
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松尾　公平性の問題と効率性の問題とはまったく

別の問題として考えていただいたほうがよいというこ

とと、制度論的なところで今、直接規制の話が若干

出てきましたので、それに対して１つコメントしておき

たいと思います。

　経済学者の方々は、経済合理性といいますか、人

間はそういうことで行動するとか、あるいは社会はそ

うなっていると仮定したところから話をされることが多

いのですが、実際はとんでもなく、そんなことはない。

日本のエネルギー消費というか、エネルギーの効率性、

特に産業界のそれが非常に高い１つの理由は、日本

の産業界にはそのエキスパートがたくさんいるから

だと私は思っています。

　すなわち、エネルギー管理士という１つの制度です。

これは直接規制にほかならないわけですが、例えば

日本電機工業会などは恐らく第一種指定工場が一

番多い業界だと思いますが、あそこには本当に大勢

の方、あるいは電力業界もかなりおられるわけですが、

かなりの数のエネルギーのプロがおられる。プロがい

て、プロは合理的な使い方がわかる。そういう人たち

がいっぱいいるという制度をつくった。これは日本の

すごく良い制度だったと思います。そういう意味で、

省エネ法はセルフキャパシティビルディングのための

直接規制であったと私は思っています。

　それから、国内制度が２００５年からその次のフェイ

ズに入るのであろうという話もあり、私は、その点で２

つの面があると思います。１つは、かなり困った面、と

いうのは、私もエネルギーの一応専門家をやっていま

したので、このまま恐らく２００４～２００５年までこのトレ

ンドは変わらないと思います。柳下さんがおっしゃった

ように、マクロな意味での原単位はほとんど変わらな

いという状況で、若干エネルギー消費が増えつつあ

るという状況が、おそらくもう２～３年は続くと思います。

　そうなったときにどうなるか。怖いのは、ここで本当

に厳しいドラスティックな規制が入ってくる可能性が

あります。それは否定できないと思います。そこが怖

いのです。そうならないためにどうすればよいかを考

えなければいけない。規制が怖いからやめるのでは

なく、規制が入るかもしれないというリスクを考えつつ、

今の行動をどうとるかを考えなくてはいけないという

ことがあるかと思います。

　もう１つは、良い面です。それは何かといえば、時

間が少しできたということです。例えば、国内制度を

どうしたいかということに対する提言なるものがあまり

なかった。産業界では自主行動計画をひたすら守っ

ていくということしか今のところ出てこなかったわけで

すが、自主行動計画も４年くらい時間がたち、もうそ

ろそろいろいろなことを考えていかなければいけない。

次の考えることは、おそらく取引といいますか、柔軟

性をいかに入れるかだと思っています。

　実際に、例えばJEMA（（社）日本電機工業会）は

斎藤さんがかなり頑張ってきておられますが、それだ

けではなく、他の業界の方 な々どをいろいろ見ていた

だくとわかりますが、私などもこの世界で企業がどう

いう行動をとっているか見てみると、国際市場で頑

張っている企業の考え方とドメスティックな企業とは

少し違うと思います。JEMA傘下の企業は本当に国

際的に闘っておられる企業なので、そういうところが

何となく見えたのかな、という気がします。

　それで、制度設計の話に戻りますと、先ほど控室

でもちょっとお話ししていたのですが、これから制度

設計していく。私どももそういう提案をしているので

すが、これからの制度設計の中では、アメとムチの“ア

メ”の部分をどう設計するかが問題であろうと思って

います。例えば、すごく効率の良いエアコンを製造し

た、または、ハイブリッド車をたくさん販売したというこ

とがあれば、それがクレジットという形で企業に戻って

くるような制度などがよいのではないでしょうか。それ

がアメの部分になるわけです。排出権とか何とか、あ

るいは税金など規制のようなものだけではなく、それ

が良いことをすればどんどん返ってくるような制度、

むしろそういう制度になってほしいということを、２００５

年に次のフェイズに移るのであれば、それまでになる

べく政府その他に提言していただくということが、我々

の、特に産業界の技術力を上げていくという意味で

も良いのかなと、個人的には思っています。

天野　どうもありがとうございました。それでは、柳下

さん、お願いします。

柳下　産業界の方からは、常に産業分野の排出削

減、排出抑制に焦点を当てた発言が出てきます。規

制、経済的手段、自主的取り組み云々。私は、経団

連がこの間頑張ってイニシアチブをとってきたことは

評価していますし、それ自体は全然否定しないし、む

しろ世界的に見てもよくやっておられると思っています。

しかし、先ほど申し上げましたように、日本の排出構

造を見たとき、排出量がずうっと増加傾向で推移し

ている民生分野と交通分野に焦点を当てない全体

の制度設計はあるのだろうか。だから、産業分野だ

けの事情で「経済的手段は絶対だめ」とか「自主的

取組でなければ駄目」とかいう経済界の主張に与す

ることが、本当に日本としてハッピーなのかどうかとい

うところをそろそろ考えておくべきです。松尾さんと

同じ意見ですが、時期を失すると思い切った政策手

段を強引に導入せざるを得ない、他の選択がなくな

ってやるということになると思 います 。

　民生も交通も決して産業界にとって他人事ではな

い。少し具体例をいえば、最近、排出増の著しい運

輸がとても気になるので、いろいろな所に出かけて実

例を調べているのですが、某製鉄工場と自動車工場

から伺った話を紹介します。鉄鋼にとって自動車工

業は重要なお客さんです。圧延コイルをどんどん生

産し、自動車メーカーに運んでいる。なぜ全部トラック

で輸送するのか。例えば東京湾でいえば、自動車工

場の目の前の港の対岸に製鉄工場があるのに、わざ

わざトラックで東京湾を半周して運ぶわけです。船で

行けば直線。鉄道もあるし、横断道路もある。それを

結局、CO２の排出が一番多いと思われる手段を選ん

でいるのです。名古屋の方にある関係業界に、「な

ぜ鉄道で運ばないのですか」と聞けば、答えは簡単で、

コストだけです。技術ではないのです。船で運ぶこと

について、若干塩害の問題を言っておられましたが…。

　そうすると、企業が交通手段として何を選択する

かというその動機は、技術的にできる、できないという

ことではなく、経済的なところに問題がある訳です。「こ

れに対して自主的にやりなさい」といっても、ここには

自ずと限界がありますね。ですから、私は、このような

ことまで含めて、我が国全体として、個人や組織が行

動を選択する際、環境というものがちゃんとコストに反

映され、最終的に温室効果ガスの少ないものを選択

できるという仕組みを考えなければなりません。「経

済的手段というのは絶対だめなんだ」を繰り返されて

いると、現在の排出増のトレンドが続き、やむにやまれ

ずにものすごく厳しいことをどこかで制度として導入

せざるを得ない時期が来るのではないか。むしろそ

ちらのほうの危惧を私は感じています。

天野　先ほど大串さんのほうからGHGプロトコルの

お話がありましたが、その中で、排出というのはどこま

でが企業の排出なのかというお話があって、直接排

出、間接排出というのがあり、今ちょうど柳下さんがお

っしゃったような、製品を運ぶとか従業員を運ぶとい

うのは、間接排出という形で入れるといったプロトコ

ルが国際的にできつつあるわけですね。これは企業

が自分でやって、自分でインベントリーをつくって管理

するわけですから、その辺で大串さんは何か今のよ

うなお話でご意見あるでしょうか。

大串　間接排出とか直接排出とかいろいろありますが、

とりあえずそういったことは置いておき、二酸化炭素を

減らすということを考えた場合、一番簡単なのは、減ら

した人にお金をあげるよ、ということです。これが一番

単純な議論です。「お金をもらえるのであれば、うち、

これやるよ」とか、例えば民生でも「お金をもらえるの

であれば、ちょっと我慢してこっちを選ぼうかな」とか

考える人は非常に多いと思います。インセンティブとか

アメとか言い方はいろいろあると思いますが……。
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　そこにお金をあげるのであれば、反対にお金を誰

かが賄わなければいけない。そこで経済的手法とい

う難しい議論が出てくるのではないか。そのときに、

例えば税金で賄うとか、排出権取引を行い、キャップ

を守れなかった人が出すとか、そういう議論が出てく

るのではないかと思います。

　先ほどのGHGプロトコルというのは、そこの間接排

出という、民生や運輸に近い部分をもう少し明らかに

データを取ろうという試みであると私はとらえています。

天野　そうですね。先ほどのお話にもありましたように、

もしそれがきちっと自分の会社のインベントリーに入

ってきたら、どこで排出削減ができる可能性があるか

というのは、自分のサイトだけ見ていたのではわから

ないものが見えてくるし、そこで削減できれば、今おっ

しゃったように、お金に換えられるし、あるいは規制が

かかってくるとしたら、そこにひょっとしたらリスクがあ

るかもしれないということもわかるしという形で、GHG

プロトコルというのは、そういう意味では、柳下さんが

おっしゃったようなことが自主的な動きの中に取り込

める１つの手法ではないかな、と思っています。

　日本では、先ほどもご説明がありましたように、まだ

あまり認知度が高くはないと思いますが、日本からも１

社が参加しておられますし、これからも参加される企

業も増えてくるのではないかと思います。

　私は別にGHGプロトコルそのものをここで宣伝し

ているわけではないのですが、それに類似したような

取り組みは必要不可欠になってくるかと思いますので、

そういう意味では、今ご心配の点も、徐 に々制度的な

インフラができてくれば、良い方向に働いてくるので

はないかとは思っています。

　他に何か、今のような問題に関連して追加のご意

見があるでしょうか。

　それでは、フロアのほうからかなりの数のご質問を

いただいていますので、今、私のほうでざっと申し上

げて、指名された方は少しお考えいただいてお答え

いただければと思います。

　まず、谷津さんには、「CDM（クリーン開発メカニズ

ム）とかJI（共同実施）を事業者が希望したときに、

登録するような仕組みとか時期などについては、国

内制度としてどんな展望をお持ちでしょうか。わかれ

ばお教えいただきたい」ということです。

　もう１つは、これはかなり限定された問題になるか

と思いますが、「オーストラリアが京都議定書を批准

する見通しを何かご存じですか。米国抜きの批准に

は消極的とか、費用対効果の高いCO２削減プロジェ

クトが既にあるので、批准のインセンティブになるので

はないか、ご意見を伺えたら」ということです。

　それから、新澤さんには、「温室効果ガス削減の

業界及び企業への割当があるのでしょうか」というこ

とです。これは新澤さんにお聞きするのがよいのか

どうか。谷津さんのほうでも、よければお答えいただ

ければと思います。

　それから、松尾さんには、「ご説明でJIとかCDM

についてはいろいろな取り決めがあるということはわ

かるのですが、AAU（Assigned Amount Unit）の

発行がどうなるのかがご説明もあまりなかったので、

わかる範囲でお教えください」ということです。

　もう１つは、「京都メカニズムを使うときに、あるいは

実施するときに、途上国と先進国という言い方があり

ますが、これは何か両者を区別する共通の定義が

あるのでしょうか。議定書を批准した国とか排出量

のインベントリーがちゃんとできている国などが先進

国と思われるのですが、シンガポールは途上国なの

でしょうか」ということです。

　それから、大串さんには、「GHGプロトコルのほうで

排出削減のことをご説明になったのですが、吸収源

を増やすことを実施しており、その吸収源の測定に

ついても何かそういうプロトコルがあるのでしょうか」

ということです。

　もう１つは、「生ゴミを焼却処分しないで資源利用

したときには、CO２排出削減できるのですが、それが

排出権のビジネスに使えるのでしょうか」ということで

す。　それから、柳下さんには、「排出削減目標の達

成のため、国の役割とは別に地方自治体にはどんな

特色を出した活動ができますか。また、国民参加は

大変重要だと思いますが、国民が参加したという実

感が持てることが必要だと思うので、何か良いアイデ

アをお持ちでしょうか」ということです。

　どなたからでも結構ですので、お願いします。

柳下　自治体で行うべきことはたくさんあると思いま

す。今まで自治体が行ってきたことといえば、大きくい

って２つです。１つは、自治体という一種の大きな企

業体が「自分でできることを率先してやりましょう」と

いうことで、もう１つは、地域のすべてのセクターに対

して一種の啓発活動を一生懸命行う。それくらいし

かやってない  と言えばちょっと言い過ぎかもしれま

せんが、ほとんどそれに尽きます。

　あと付け加えれば、国にならって、地域の一種の

環境基本計画をつくるといったことですが、私は、本

当にやらなければいけないのは、先ほども言いました

が、都市の都市計画、土地利用計画、交通計画、そ

れから数々のインフラ整備といったところに温暖化対

策の要素を積極的に注入することです。今後のイン

フラ整備は、それ自体が温室効果ガスの削減につな

がるようにするということと、それを配置してでき上が

ったまちのシステム全体が、温室効果ガスの排出量

を減らす方向で設計されていることだと思います。

　私は最近、ドイツ、オランダ、フランスなどの交通シス

テムを勉強しに行っているのですが、まちの改造計画、

要するに公共事業があちらこちらで行われておりま

すが、かなり温室効果ガス削減ということを意識した

ことを行っています。

　ただ、今私が言ったようなことを我が国で一朝一

夕にできるかといえば、実は現状ではすぐにはできな

いと思います。というのは、税制や自治体の権限がま

るで違います。したがって、私が今言ったようなことは、

メニューとしてやろうと思えばできるということで、それ

ができるような仕組みを日本に構築しなければならな

いのです。

　そこで、「できる」というメニューをただ並べるだけ

ではなく、そのメニューを実施するため、ぜひこれは

自治体からも点検してほしいのですが、今ある制度、

今あるお金の流れのどこを直さなければいけないか

ということを現場から明確にして、それを国に言うだ

けではなく、国民運動的に「そういうものを実現しよう

じゃないか」という流れをつくっていただくことが非常

に大事ではないかな、という気がします。

　一方、公害防止計画のように、激甚公害の時代に

できた、制度のお金の流れがあります。こういった制

度でそろそろ決別すべきものには決別すると、自治

体が自らそういうことを言って、先に述べたような新し

い時代に必要な対策や政策推進のためのお金の

流れに変えていく勇気が必要です。自治体の既得

権益について再考をお願いしたいということも、あえ

て申し上げます。

　国民参加の話は、先ほど少し申し上げましたので、

それで代えさせていただきたいと思います。

天野　それでは、もう時間もそろそろなくなりかけて

いますので、ごく手短にお願いします。

谷津　まず、CDM、JIについての国内の仕組みづく

りですが、両方とも、やろうとされる事業者、企業の方

が、そのプロジェクトの事業計画を、国内の場合は日

本政府、それから事業を実施する中国やロシアなど、

両方の国にまず承認を求める必要がある。あと、参

加するためには、そういう事業者の排出量をしっかり

把握できるようなレジストリー（登録簿）を整備しなけ

ればいけない。最終的にはクレジットをやりとりするよ

うな全体の登録簿も必要だということになりますと、そ

ういう手続面と組織体制としっかりしたデータ管理の

ための仕組みというものが必要になってきます。

　問題はCDMで、２０００年以降、COP７の合意までに

実施されたプロジェクトのことを「早期CDM」と言って

いますが、２００５年までに登録したものについては、ク

レジットの発行の対象になっていくということですので、
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２００８年を待たずに、こういう制度を整備していかな

ければいけないということで、具体的なスケジュール

を私は存じあげていないのですが、２００５年というタ

イムリミットもあるものですから、法律が整備された暁

には、こういった国内の体制の整備に直ちに着手す

るのではないかと考えています。

　次に、オーストラリアの件ですが、日本がマイナス６

％である一方、オーストラリアはプラス８％まで排出量

の増枠が認められているにもかかわらず、批准をし

ないという国で、どういう理由かよくわかりませんが、

交渉の過程では、主に吸収源について最後まで粘

った国ですので、８％にとどまらず、もっと余裕を持ち

たいと思っているのではないかと考えられます。

　アメリカがああいう態度をとりましたので、現政権

はあまり批准に積極的ではないのですが、どうもボン

でもそうですが、交渉団は非常に積極的に交渉して

おり、条件が整えば方針も変わるのではないかと、こ

のように私は個人的に見ています。

　一方で、日本の企業はオーストラリアに森林関係

でかなり投資していますので、オーストラリアが京都

メカニズムに参加できないということになると、日本企

業にとってもデメリットになりますので、これは日本政

府としても積極的にオーストラリアに働きかけること

が両国にとって良いのではないかと考えています。

　キャップ・アンド・トレードについては、一言だけ申して、

あと新澤先生にお願いしますが、環境省は今回提

出する法律の中ではキャップ・アンド・トレードは必要

ないと考えているようです。しかし、ステップ・バイ・ス

テップで、ファースト・ステップの自主的取り組みを主

体にしたような制度を運営してみて、その結果、本当

に本日ご議論になったような方向で削減の方へ進ん

でいくのか、排出トレンドは下がっていくのかというあ

たりをよく見たうえで、もし自主的取り組みがうまくい

かなければ、また次の段階の大きな議論になるので

はないかと考えています。

天野　それでは、新澤さん、お願いします。

新澤　政府の方針は今ご説明いただいたことですが、

温暖化削減の業界、企業への割当があるか否かが、

最もセンシティブな問題であろうと思います。私の話

した内容は、なるべく早い段階で総量抑制の枠組

みをつくったうえで、費用を見ながらステップ・バイ・ス

テップ方式で進めるほうがよいということです。その

理由は、目標を達成する云 と々いうことももちろんあり

ますが、そのほうが経済効率的であるから、というこ

とです。結果的には、やはり分母は伸びていって、原

単位だけ減らすという結果になるかもしれませんが、

そのどちらを選ぶかは各主体が判断していったらよ

いわけです。そのあたりで私の考えでは自由度はよ

り高いと思います。

　その際、様 な々不安があるので、不安を解消する

ように、政府が行うべきことはいろいろあるだろうとい

うことを申し上げて、例えばCDMに関して、最近は「民

間任せではなく、政府間の対話も同時にやります」と

いったことをお役所が言っていますので、排出権取

引に関してもそういったことが何らかの形で考えられ

るのではないか。不安を解消しつつやっていく必要

があるのではないか、ということです。

松尾　次の質問に対してですが、１つは、途上国と

先進国の定義の問題です。これは、特に気候変動

枠組条約の中にはAnnex１、いわゆる最初の附属

書があり、そこに国の名前としてspecifyされています。

具体的には、１９９２年当時のOECD諸国プラス旧共

産圏（特に中欧・東欧）がAnnex１というイメージです。

したがって、韓国は当時OECDに入っておらず、メキ

シコも同様でしたので、途上国扱いになっています。

これは定義であって、今後変わり得ることは当然なが

らあります。正確にいえばそうではないのですが、だ

いたいそんな感じです。

　それから、AAUの発行に関する話、あるいはJI、

CDMのユニットの登録等に関する話について、時

間の関係で説明を省略しましたが、谷津さんのほう

からも少しお話がありましたように、レジストリーという

ものが日本国内でできます。いつできるかよくわかりま

せんが、２～３年後くらい、あるいはまあ２年くらいたて

ばできるのではないかと思います。レジストリーとは何

かといえば、登録簿、登録制度ですが、この日本国レ

ジストリーの中に幾つかの口座ができます。日本国

の口座というものができます。いわゆる保有口座（ホ

ールディング・アカウント）と償却口座（リタイアメント・ア

カウント）ができます。リタイアメント・アカウントは京都

議定書の目標遵守に使われるもので、みなさんには

あまり関係はありません。また、企業もいろいろな口座

を持つことができます。例えば、関西電力や松下電

器などの口座ができます。その中に前述の排出権

のAAUその他を保有することができるという話です。

　ただし、一番最初の問題として、まず、どこにどう発

行されるかという話は、普通は規制する側が規制さ

れる側に割当を行うという話ですが、京都議定書の

話はちょっと違い、実は規制される側の日本国政府

が日本国政府のアカウントにまず割当を行うという形

になっています。つまり、５年分の目標値に相当する

分のAAUが日本国のホールディング・アカウントにま

ず割当が行われます。これは２００８年に入ったときか

２００８年の前かどちらかだと思いますが、そのあたり

にされて、それを日本国内のある種の規制といいま

すか、例えば国内排出権取引制度があったとすると、

それに基づいて割当分を日本国の保有口座から各

企業の保有口座にその数値目標分だけ差し上げる。

無償かどうかという問題はありますが、多分、無償で

差し上げるという形になる可能性が高いのかなと、

個人的には思っています。

　また、その企業が、例えば「ウクライナでJIをやりま

した」ということであれば、そのウクライナのJIのクレジ

ット、ERU（Emission Reduction Unit）というものを

自分の口座の中に持つことができる。それが日本国

の遵守に使えるかどうかというのは、恐らくそこではよ

くわからないので、その所有権は基本的にはその企

業にありますから、それを勝手に政府が召し上げる

ことはできないと個人的には思っています。

　ただ、何らかの目標値で使う。すなわち、それが国

内規制であれば、その国内規制を遵守する。自主

規制の場合はどうなるか、少し疑問がありますが、自

主の場合も恐らく、それに使うということは自分のもの

でなくなるということですから、それが政府の保有口

座に入るということになるのではないかな、と個人的

には思っています。　レジストリー関係の話は、具体

化にはもう少し時間がかかると思いますが、そのよう

な形になっています。

　もう１つ言っておきますと、これは口座ですので、銀

行口座と同様なイメージで考えていただければよく、

例えばイギリスの排出権取引制度の中にもレジストリ

ーがあり、その中に皆さんが口座を持つことも可能で

す。　以上です。

天野　それでは、最後になりましたが、大串さん、お

願いします。

大串　最後に、吸収源のことについてご質問があり

ましたので、そのお話をしたいと思います。GHGプロ

トコルにも森林など吸収源に関する算定ツールや妥

当な基準などを検討している委員会があります。こ

れは、実は一番遅れている部分で、対象は生物とい

うこともありますので、エネルギーのように一筋縄では

いかないという事情が原因ではないかと思っています。

　私は個人的には、林学科にいたものですから、実

習などに行くと、１本１本直径を測り、高さを測り、体積

を測って、そこからその木が有する炭素分を推定し

たりするのですが、それを１本１本やればもちろん正

確なわけですが、森林という広大な土地に対して、ど

のように安く正確に算定する方法を開発するかは非

常に難しい問題をはらんでいると聞いています。

　日本にも林野庁が主導で、たしか松尾さんも委員

ではないかと思いますが、その方法について議論を

している委員会などがありますので、その委員会の

結果などもこれから発表されていくのではないかと

思っています。
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天野　どうもありがとうございました。

　ご講演の中にもありましたが、GHGプロトコルづくり

は、第１段階を終わったところですが、まだ次 と々続け

て作業が行われるわけで、ぜひ関西からも関心のあ

る企業がご参加いただき、世界をリードするような作

業に加わっていただければと、このように私も思います。

　それでは、予定の時間を少し過ぎてしまいましたが、

本日は、私どものところで初めてこういうことの企画を

して、どうなることかと心配していましたが、おかげさ

まで密度の高いセミナーができたのではないかと思

います。

　今後、COP８がありますし、国際交渉はまだ積み

残し分がありますし、議定書の発効が近い将来期

待されている。国内制度の構築も進んでいくだろうと

いうことで、本日のような試みをまたいずれ改めて機

会をみて開催することができたらとも考えています。

今後ともよろしくお願いしたいと思います。長時間お

つき合いいただき、本当にありがとうございました。

　また、基調講演をいただきました方、パネル討論に

参加いただきました講師の方に心からお礼を申し上

げたいと思います。会場の皆さんも絶大なる拍手を

お願いします。（拍手）それでは、どうもありがとうござ

いました。これでセミナーを閉会させていただきます。

■ パネルディスカッション ■
ディスカッション


